
マザーズハローワーク事業の概要

○ 予約制・担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介

・ 個々の求職者の希望や状況に応じた再就職実現のための計画の策定、

予約制・担当者制による職業相談・職業紹介等による総合的かつ一貫した

支援の実施

○ 仕事と子育てが両立しやすい求人の確保等

・ 仕事と子育てが両立しやすい求人情報の収集・提供や求職者の希望や

ニーズに適合する求人の開拓

○ 地方公共団体等との連携による保育関連サービスの提供

・ 保育所、地域の子育て支援サービスに関する情報の提供、保育所入所の

取次ぎ等

○ 子ども連れで来所しやすい環境の整備

・ キッズコーナー、ベビーチェアの設置や子ども連れでも職業相談等が行える

十分な相談スペースの確保

支援サービスの内容

求職活動の準備が整い､かつ具体的な就職希望を有する子育て女性等
に対する就職支援サービスの提供

マザーズサロン（平成１９年度より設置）
・１９年度よりマザーズハローワーク未設置県の主要なハローワークに
「マザーズサロン」（３６県各１箇所ずつ）を設置して同様のサービスを展開。

マザーズハローワーク（平成１８年度より設置）
・１８年度より全国１２箇所（札幌、仙台、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、
大阪、神戸、広島、福岡、北九州）に設置。

・子育て女性等（※）に対する再就職支援を実施するハローワーク。

※子育て女性等とは、子育て中の女性のほか、子育て中の男性、子育てをする予定のある
女性を含む。

概 要

マザーズコーナー（平成２０年度より設置）
・２０年度においては、事業未実施地域であって地域の中核的な都市のハロー
ワークに「マザーズコーナー」 （全国５０箇所）を設置して同様のサービスを展開。

※ ２０年度第１次補正予算により１０箇所、平成２１年度予算によりさらに４０箇所
を設置予定。
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平成21年度母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の表彰実施要領
（はたらく母子家庭応援企業表彰）

１ 趣旨・目的
母子家庭の母の自立の促進を図るためには、その就業の支援策を図ることが極めて

重要である。
平成20年度も引き続き、雇用均等・児童家庭局において、母子家庭の母を雇用して

いる企業等、母子福祉団体等に事業を発注している企業等母子家庭の母の就業支援に
積極的に取り組んでいる企業等を表彰し、もって母子家庭の母の就業促進に向けた社
会的機運の醸成を図るものとする。

２ 被表彰者
以下の項目にいずれも当てはまる企業等であって、母子及び寡婦福祉法（昭和39年

法律第129号）第６条第６項に規定する「母子福祉団体」以外のもの。
(1)母子家庭の母の就業促進について理解があること。
(2)母子家庭の母が継続的に就業可能となっているなど職場環境が良好であること。
(3)母子家庭の母を相当数雇用し、又は母子福祉団体等に相当額の事業の発注を行って

いること。
(4)重大悪質な法令違反がないこと。
(5)過去に本表彰制度に基づく表彰を受賞していないこと。

３ 表彰者
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長とする。

４ 候補企業等の募集及び推薦について
募集は公募とするとともに（自薦他薦を問わない 、地方公共団体より推薦を受け。）

付ける。

５ 募集期間
平成21年３月２日～平成21年３月31日までの約１か月間

６ 選考方法
(1)応募書類については書面による審査を原則とするが、必要に応じて応募内容の詳

細について事務局においてヒアリングを実施する。
(2)事務局による書面審査等の結果を基に、上記２の対象となる企業等の中から、下

記７の審査委員会で受賞企業等を決定するものとする。

７ 受賞企業等の決定
上記４により応募を受け付けた企業等について、厚生労働省雇用均等･児童家庭局

内に審査委員会を設け選考する。

８ 受賞企業の発表及び表彰
平成21年５月末までを目途に行う。

９ 事務局（問い合わせ先）
〒100 8916 東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 中央合同庁舎第５号館-
厚生労働省雇用均等･児童家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
電 話：03 5253 1111（内線7959)- -
ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ：03 3595 2663- -

-235-




